
(57)【要約】        （修正有）
【課題】  バーンクリーナーによって畜舎外に搬送され
る糞尿に、殺菌剤、発酵促進剤、肥料などの粒状物を添
加する装置を提供する。
【解決手段】  バーンクリーナー上に配置され、外周に
所定間隔隔てて多数の突起２２ｃが設けられたドラム２
２と、粒状物が収容されるホッパ２４と、ホッパの吐出
口に配置され、外面に複数対の隆起部が設けられた繰り
出しロールとを備え、バーンクリーナー上を移動する糞
尿Ｓがドラムの突起に当たってドラムを回転させ、この
回転力を伝動手段を介して繰り出しロールに伝達し、繰
り出しロールを回転させることにより、ホッパ内の粒状
物を隆起部により繰り出して、ホッパの下部を通る糞尿
に粒状物を添加するように構成されている。



【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】  バーンクリーナー設置式粒状物添加装置
であって、
バーンクリーナー上に配置され、外周に所定間隔隔てて
多数の突起が設けられたドラムと、
粒状物が収容されるホッパと、
前記ホッパの吐出口に配置され、外面に複数対の隆起部
が設けられた繰り出しロールとを備え、
前記バーンクリーナー上を移動する糞尿が前記ドラムの
前記突起に当たって前記ドラムを回転させ、この回転力
を伝動手段を介して前記繰り出しロールに伝達し、前記
繰り出しロールを回転させることにより、前記ホッパ内
の粒状物を前記隆起部により繰り出して、前記ホッパの
下部を通る糞尿に粒状物を添加するように構成されてい
ることを特徴とする装置。
【請求項２】  前記ホッパ内に配置され、粒状物を攪拌
するための攪拌手段を更に備え、前記攪拌手段が、回転
軸と、前記回転軸の外周に放射状に取り付けられた複数
の攪拌棒とを有し、前記回転力を伝動手段を介して前記
攪拌手段の前記回転軸に伝達し、前記回転軸を回転させ
ることにより、前記ホッパ内の粒状物を攪拌することを
特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】  前記ドラムが、アームを介して、前記ホ
ッパに上下動可能に連結されていることを特徴とする請

求項１又は２に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【図１】本考案の粒状物添加装置が設置される領域を示
した概略図である。
【図２】バーンクリーナーの概略的な部分拡大図であ
る。
【図３】本考案の好ましい実施の形態に係る粒状物添加
装置の斜視図である。
【図４】本考案の好ましい実施の形態に係る粒状物添加
装置の側面図である。
【図５】粒状物添加装置のホッパの側断面図である。
【図６】繰り出しロールの正面図である。
【図７】図４の線７－７に沿ったホッパの断面図であ
る。
【符号の説明】
１０  バーンクリーナー
２０  バーンクリーナー設置式粒状物添加装置
２２  ドラム
２４  ホッパ
２２ｄ、２６ａ、３６ａ、４０ａ  スプロケット
３２、３８、４２  チェーン
２８  アーム
３４  繰り出しロール
４０  攪拌手段

【図１】 【図５】

【図６】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図７】
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【考案の詳細な説明】

      【０００１】

    【考案の属する技術分野】

  本考案は一般に、バーンクリーナー設置式粒状物添加装置に関する。より詳細

には、本考案は、バーンクリーナーによって畜舎外に搬送される糞尿を利用して

、糞尿に粒状物を添加するバーンクリーナー設置式粒状物添加装置に関する。こ

こで、粒状物には、殺菌剤、発酵促進剤、肥料などが含まれる。

      【０００２】

    【考案が解決しようとする課題】

  畜舎においては、多量の糞尿が排出されるため、糞尿を如何に処理するかが重

要な課題となっている。畜舎から排出される糞尿を畜舎外に搬送するシステムと

して、バーンクリーナーが知られている。バーンクリーナーは、畜舎内の糞尿が

溜まる溝に沿ってチェーンを配置し、チェーンに所定間隔隔ててパドルを取り付

け、チェーンを機械的に駆動させて移動させることにより、溝に溜まった糞尿を

畜舎外に搬送するシステムである。

      【０００３】

  本考案は、バーンクリーナーによって畜舎外に搬送される糞尿に、殺菌剤、発

酵促進剤、肥料などの粒状物を添加する、バーンクリーナー設置式粒状物添加装

置を提供することを目的とする。

      【０００４】

    【課題を解決するための手段】

  本願請求項１に記載のバーンクリーナー設置式粒状物添加装置は、バーンクリ

ーナー上に配置され、外周に所定間隔隔てて多数の突起が設けられたドラムと、

粒状物が収容されるホッパと、ホッパの吐出口に配置され、外面に複数対の隆起

部が設けられた繰り出しロールとを備え、バーンクリーナー上を移動する糞尿が

ドラムの突起に当たってドラムを回転させ、この回転力を伝動手段を介して繰り

出しロールに伝達し、繰り出しロールを回転させることにより、ホッパ内の粒状

物を隆起部により繰り出して、ホッパの下部を通る糞尿に粒状物を添加するよう

に構成されていることを特徴とするものである。
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      【０００５】

  本願請求項２に記載のバーンクリーナー設置式粒状物添加装置は、前記請求項

１の装置において、ホッパ内に配置され、粒状物を攪拌するための攪拌手段を更

に備え、攪拌手段が、回転軸と、回転軸の外周に放射状に取り付けられた複数の

攪拌棒とを有し、回転力を伝動手段を介して攪拌手段の回転軸に伝達し、回転軸

を回転させることにより、ホッパ内の粒状物を攪拌することを特徴とするもので

ある。

      【０００６】

  本願請求項３に記載のバーンクリーナー設置式粒状物添加装置は、前記請求項

１又は２の装置において、ドラムが、アームを介して、ホッパに上下動可能に連

結されていることを特徴とするものである。

      【０００７】

    【考案の実施の形態】

  次に、図面を参照して、本考案の好ましい実施の形態について詳細に説明する

。図１は、本考案のバーンクリーナー設置式粒状物添加装置が設置される領域を

示した概略図である。図１において、畜舎（畜舎自体は図示せず）内の糞尿が溜

まる溝（図示せず）に沿ってバーンクリーナー１０が配置されている。バーンク

リーナー１０は、チェーン１２と、チェーン１２に所定間隔隔てて取り付けられ

たパドル１４とを有する。図２は、バーンクリーナー１０の概略的な部分拡大図

である。バーンクリーナー１０は、チェーン１２を機械的に駆動させて（図１に

おいて矢印で図示される方向に）移動させることにより、溝に溜まった糞尿をパ

ドル１４に引っ掛け、畜舎外に搬送するようになっている。

      【０００８】

  図１、図３、及び図４において全体として参照符号２０で示される本考案の好

ましい実施の形態に係るバーンクリーナー設置式粒状物添加装置（以下「粒状物

添加装置」という）は、バーンクリーナー１０が畜舎から出る領域に設置されて

いる。

      【０００９】

  粒状物添加装置２０は、バーンクリーナー１０のほぼ中心線上に回転面が配置
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されるドラム２２を備えている。ドラム２２は、回転軸２２ａを中心として回転

するようになっており、ドラム２２の回転面すなわち外周２２ｂには、所定間隔

隔てて多数の突起２２ｃが設けられている。ドラム２２の回転軸２２ａには、ス

プロケット２２ｄが取り付けられている。

      【００１０】

  粒状物添加装置２０は又、粒状物を収容するホッパ２４を備えており、ホッパ

２４の下部のドラム２２に近い側には、第１の回転軸２６が取り付けられている

。第１の回転軸２６とドラム２２の回転軸２２ａとは、ドラム２２が第１の回転

軸２６を中心として上下動可能なように、アーム２８を介して連結されており、

アーム２８は、ホッパ２４からチェーン３０によって吊り下げられている。第１

の回転軸２６には、第１のスプロケット２６ａが取り付けられており、第１のス

プロケット２６ａとドラム２２のスプロケット２２ｄには、チェーン３２が掛け

渡されている。

      【００１１】

  ホッパ２４の下部の吐出口２４ａが位置する個所には、繰り出しロール３４が

取り付けられており、繰り出しロール３４は、第２の回転軸３６を中心として回

転するようになっている。繰り出しロール３４には、図６に最も良く示されるよ

うに、円筒形の本体の外面に、側面視でほぼ「ハ」形の複数対の隆起部３４ａが

取り付けられている。第２の回転軸３６の端部には、第２のスプロケット３６ａ

（図５及び図６では図示せず）が取り付けられており、第２のスプロケット３６

ａと第１のスプロケット２６ａには、チェーン３８が掛け渡されている。繰り出

しロール３４は、ホッパ２４内の粒状物を吐出口２４ａから添加するのに役立つ

。すなわち、繰り出しロール３４を回転させることにより、ホッパ２４内の粒状

物が隆起部３４ａにより繰り出されて、吐出口２４ａから添加される。

      【００１２】

  ホッパ２４のほぼ中央部には、粒状物を攪拌するための攪拌手段４０が配置さ

れている。攪拌手段４０は、第３の回転軸４０ａと、第３の回転軸４０ａの外周

に放射状に取り付けられた複数の攪拌棒４０ｂとを有する。第３の回転軸４０ａ

の端部には、第３のスプロケット４０ｃが取り付けられており、第３のスプロケ
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ット４０ｃと第２のスプロケット３６ａには、チェーン４２が掛け渡されている

。

      【００１３】

  次に、以上のように構成された粒状物添加装置２０がどのように作動するかに

ついて、図４を参照して説明する。バーンクリーナー１０によって畜舎外に搬送

された糞尿Ｓがドラム２２の突起２２ｃに当たると、ドラム２２は、図４におい

て時計回りに回転する。なお、ドラム２２を回転させた糞尿Ｓは、ホッパ２４の

下部に向かって移動する。ドラム２２の回転は、スプロケット２２ｄからチェー

ン３２、第１のスプロケット２６ａ、チェーン３８、第２のスプロケット３６ａ

を介して第２の回転軸３６に伝達され、繰り出しロール３４が、図４において時

計回りに回転する。繰り出しロール３４のこの回転により、ホッパ２４内の粒状

物が繰り出されて、吐出口２４ａから排出され、ホッパ２４の下部を通る糞尿に

粒状物が添加される。繰り出しロール３４の回転とともに、攪拌手段４０も回転

されるので、ホッパ２４内の粒状物が攪拌され、粒状物が固まるのを防止するこ

とができる。

      【００１４】

  上述のように、ドラム２２が上下動できるように構成されており、糞尿の大き

な塊がドラム２２に当たっても、糞尿の流れが詰まることがない。なお、チェー

ン３０の長さを調整することにより、バーンクリーナー１０とドラム２２との間

の隙間を所望のように定めることができる。

      【００１５】

  本考案は、以上の考案の実施の形態に限定されることなく、実用新案登録請求

の範囲に記載された考案の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本考案

の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

      【００１６】

  たとえば、前記実施の形態では、ドラム２２の回転力を繰り出しロール３４及

び攪拌手段４０に伝達するのにスプロケットとチェーンが用いられているが、プ

ーリとベルトのような、他の伝動手段を使用してもよい。

      【００１７】
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    【考案の効果】

  本考案によれば、バーンクリーナー上を移動する糞尿を動力源として利用する

ことができるので、糞尿への粒状物の添加を極めて廉価に且つ効果的に実施する

ことができる。
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